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１ 評価の目的 

  本市は、平成 29 年度において、台風 21 号の被害や 56 豪雪以来の大雪による除

排雪対策に多額の経費を要したことにより、一般会計の実質収支が赤字となったこ

とから、財政再建に取り組むため、平成 30 年 8 月に「福井市財政再建計画」を策

定しました。 

  同計画では、財政再建のための方策の一つに、施設管理経費の縮減を挙げており、

個々の施設について、廃止、集約化、民間譲渡、コスト削減などに取り組むため、

令和 2年 3月に「福井市施設マネジメントアクションプラン（以下、アクションプ

ラン）第 1 期」（令和元年度～令和 5 年度）を策定し、これまで施設延床面積や施

設管理経費の縮減に努めてきたところです。 

  また、アクションプランについては、社会経済情勢の変化に合わせて適宜見直す

必要があるため、Plan（策定）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の PDCA

サイクルにより、5 年ごとに見直しを行いながら次期計画を策定することとしてい

ます。 

令和 4年度は第 1 期の 4年目に当たり、今後の第 2期策定に向け、これまでの取

組内容を検証し、PDCA サイクルに基づき第 1期の評価を行います。 

 

 ［PDCAサイクル］ 

 

 

２ アクションプランの対象施設 

  平成 29 年度末時点における福井市施設マネジメント計画（※）対象の 396 施設

（延床面積 100.6万㎡）が対象となります。 

 

 ※ 老朽化した施設の増加、人口減少や少子高齢化の進行といった社会経済情勢の変化に対応

するため、建物施設を対象に、全体の最適化、長寿命化及び更新コストの平準化を図ること

を目的として、平成 27年 3月に策定 

 

３ アクションプラン第 1期の「個々の施設の方向性」及び「数値目標」 

  アクションプラン第 1期では、対象施設に「個々の施設の方向性」及び「数値目

標」を設定しています。 

 

 

 

年度 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

第３期

第１期

第２期

実行策定

改善 実行策定

評価

改善 実行策定

評価
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（１）個々の施設の方向性 

   施設ごとに下表の方向性が示されています（ただし、396 施設のうち、具体的

な方向性が示されている施設は、第 1 期中に方針決定する 256 施設、平成 30 年

度に解体した 3施設及び第 2期以降に検討する 69施設を除く 68施設）。 

 

方向性 施設数 施設名称

民営化 2 国民宿舎鷹巣荘、美山森林温泉みらくる亭

機能廃止 10 

研修センター、地域活性化施設、大安寺キャンプ場、野外趣味
活動施設、越前水仙の里公園（浜北山町）、そば工房木ごこ
ろ、みやま長寿そば道場ごっつおさん亭、川西テニスコート、
こしの高齢者ふれあいセンター、美山デイサービスセンター和
貴苑

（廃止）…機能を廃止する側 10 
車両基地、清水社会福祉センター、治水記念館、マイドーム清
水、国見岳休養施設、SSTらんど、森田分遣所、旧足羽保育
園、旧麻生津西保育園、旧南部保育園

（維持）…機能を維持する側 3 
きらら館、ガラガラ山越前水仙の里キャンプ場、一乗滝小次郎
の里ファミリーパーク

（移転）…機能を移転する側 2 越廼総合支所庁舎、順化公民館

（維持）…機能が移転される側 4 
地域交流プラザ（アオッサ内）、清水健康管理センター、順化
小学校、越廼公民館

規模縮小 3 大手駐車場、大手第2駐車場、本町通り地下駐車場

6 
清水総合支所庁舎、活性化施設・一乗ふるさと交流館、河合・
大安寺・鶉分遣所、旧越廼保健センター（越廼公民館内）

（移転）…機能を移転する側 1 一乗公民館

コスト削減 23 

おさごえ民家園、越前水仙の里公園（居倉町）資料館、愛宕坂
茶道美術館、橘曙覧記念文学館、農園施設マイファーム清水、
伊自良館、越前水仙の里公園（居倉町）、福井市体育館、ちも
り体育館、中藤屋内運動場、東体育館（東足羽連絡所含む）、
西体育館、南体育館、北体育館、美山トレーニングセンター、
西公園テニスコート、わかばテニスコート、弓道場、スポーツ
公園、美山アンデパンダン広場、きららパーク、きららパーク
屋内多目的施設、少年自然の家

利用促進 4 
企業局庁舎、総合ボランティアセンター（ハピリン内）、越前
水仙の里温泉波の華、芦見生涯教育施設（芦見分館含む）

68 

方針決定 256 

西・東・北サービスセンター、文化会館、すかっとランド九頭
竜、リズムの森、美山庭球場「ウインク」、すこやかドーム、
市営住宅(21)、清水高齢者福祉センター、美山楽く楽く亭、
旧木田保育園（ぱんだルーム）、旧明里保育園（ひよこ広
場）、北部・南部・美山学校給食センター、中学校(小中学校
含む)(24)、小学校(46)、幼稚園(5)、児童館・児童クラブ
(32)、保育園・こども園(28)、公民館(50)、消防分団本部
(35)

H30解体 3 旧市民福祉会館、さつき児童館、東部保育園

2期以降検討 69 

庁舎(3)、にぎわい交流施設(ハピリン内)、フェニックス・プ
ラザ（市民福祉会館含む）、フェニックス・プラザ自動車駐車
場、木ごころ文化ホール、養浩館庭園、一乗谷朝倉氏遺跡、博
物館・資料館(4)、美術館、文化財保護センター、図書館
(5)、ワークプラザ、公営競技事務所、サイクルハウス、一乗
谷あさくら水の駅、園芸センター、中央卸売市場、伊自良分
館、ホタル資料館、ホタルの里施設、美山観光ターミナル、観
光事務所、観光物産館、足羽山公園遊園地、柴田公園、グリ
フィス記念館、一乗谷史跡公園センター、中央公園(ビジター
センター)、美山B＆G海洋センター、基礎体力づくりトレーニ
ング場、東山健康運動公園、消防署・分署等(16)、防災ス
テーション、羽畔荘、羽川荘、子ども一時預かり所の～び・の
び(ハピリン内)、健康管理センター(休日急患センター含
む)、聖苑、越廼診療所、学校適応指導教室、生涯教育施設
(2)、収集資源センター、クリーンセンター、旧越廼消防分署

396 計

集約化

複合化

転用

施設の機能を維持（一部維持も含む）した
まま、民間に施設を譲渡すること

第2期以降に方向性を検討

施設の規模を縮小すること

施設の機能を別の行政機能に変えること

管理運営の見直し等により、コストを削減
すること

サービス内容の見直し等により、利用を促
進すること

個別の再編計画や方針等により、今後の方
向性を決定すること

小計

内容

施設の機能を廃止すること

複数の類似する機能の施設をまとめること

複数の類似する機能の施設をまとめること
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（２）数値目標 

   アクションプラン第 1期では、令和元年度から令和 5年度までに、対象となる

396施設（※1）の延床面積 3.0万㎡削減（※2）を目標としています。 

 

    

     ※1 令和元年度以降、新規に建設する施設は含みません。 

     ※2 延床面積の削減は、当該施設の関係条例が廃止又は改正され、民営化や機能廃止 

          により公用又は公共用施設としての役割を終えた時点とします。 

       ※3 平成 30年 4 月 1 日現在の延床面積を基準とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 ▲ 3.0万㎡ 令和5年度

100.6万㎡（※3） 97.6万㎡

396施設
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４ 取組状況 

（１）個々の施設の方向性（令和 4年 9月 30日現在） 

  ア 全体 

    これまでに、アクションプラン第 1 期で具体的な方向性が示されている 68

施設のうち、38 施設について、方向性に基づき取組を行いました。今後は、3

施設の機能廃止、3施設を対象とした集約化、15施設（スポーツ施設）のコス

ト削減（利用料金改定の検討）を予定しています。 

    また、第 1期中に方針を決定するとした 256施設について、新たに方向性を

設定しました。 

 

  イ 民営化 

    対象施設は 2施設で、公募型プロポーザルにより事業者を選定し、両施設と

も民営化を達成することができました。 
 

   
 

  ウ 機能廃止 

    対象施設は 10施設で、これまでに 5施設の機能を廃止しました。 

    令和 5年度初めには、新たに 3施設の機能を廃止する予定であり、概ね方向

性のとおり進捗しています。 

   

 

 

第1期の方向性

1  国民宿舎鷹巣荘  達成
公募型プロポーザルにより運営事業者を選定

し、令和2年度から施設を民営化した。

2
 美山森林温泉

 みらくる亭
 達成

公募型プロポーザルにより運営事業者を選定

し、令和4年度から施設を民営化した。

 民営化

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

第1期の方向性

1  研修センター  達成 令和3年度に機能を廃止した。

2  地域活性化施設  未達成
現在、地域の避難所や投票所として利用され

ているため、機能の廃止に至らなかった。

3  大安寺キャンプ場  未達成
令和5年度初めに機能を廃止する予定であ

る。

4  野外趣味活動施設  達成 令和2年度に機能を廃止した。

5
 越前水仙の里公園

 （浜北山町）
 達成 令和2年度に機能を廃止した。

6  そば工房木ごころ  達成 令和3年度に機能を廃止した。

7
 みやま長寿そば道場

 ごっつおさん亭
 達成 令和3年度に機能を廃止した。

8  川西テニスコート  未達成
令和5年度初めに機能を廃止する予定であ

る。

9
 こしの高齢者ふれあい

 センター
 未達成

他の行政機能の移転や利活用法を検討してい

るため、機能の廃止に至らなかった。

10
 美山デイサービス

 センター和貴苑
 未達成

令和4年度に民間譲渡の公募を実施してお

り、施設の譲渡ができれば機能を廃止する予

定である。

 機能廃止

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）
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  エ 集約化 

    対象施設は、集約化により廃止する施設として 10 施設、集約化により維持

する施設として 3 施設で、これまでに 7 施設を廃止し、1 施設について機能を

集約しました。 

    令和 5 年度初めには、さらに 1 施設を廃止し、2 類似施設を集約する予定で

あり、概ね方向性のとおり進捗しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1期の方向性

1  車両基地  未達成
書類、車両等の保管場所を確保できなかった

ため、機能を集約できていない。

2  清水社会福祉センター  達成 令和2年度に機能をきらら館へ集約した。

3  治水記念館  達成
令和3年度に施設を廃止し、機能は防災セン

ターへ集約した。

4  マイドーム清水  達成
令和2年度に施設を廃止し、機能はきらら館

へ集約した。

5  国見岳休養施設  達成 令和4年度に機能を廃止した。

6  SSTらんど  未達成

令和4年度に民間譲渡の公募を行い、譲渡先

を選定し、令和5年度初めに民営化を予定し

ている。

7  森田分遣所  達成

森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の

整備に合わせ、令和2年度に機能を廃止し

た。

8  旧足羽保育園  達成 令和2年度に機能を廃止した。

9  旧麻生津西保育園  達成
令和2年度に施設を廃止し、施設機能は旧清

水総合支所庁舎へ集約した。

10  旧南部保育園  未達成

保育園等における修繕技師職員の作業場の移

転先を確保できなかったため、廃止に至って

いない。

11  きらら館  達成
令和2年度に清水社会福祉センター及びマイ

ドーム清水の機能を集約した。

12
 ガラガラ山越前水仙の里

 キャンプ場
 未達成

令和5年度初めに類似施設を集約する予定で

ある。

13
 一乗滝小次郎の里

 ファミリーパーク
 未達成

令和5年度初めに類似施設を集約する予定で

ある。

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

 集約化（廃止）

 集約化 （維持）
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  オ 複合化 

    対象施設は、複合化により移転する施設として 2施設、複合化により維持す

る施設として 4 施設で、いずれの施設も複合化を達成することができました。 

   

 

  カ 規模縮小 

    対象施設は 3施設で、いずれの施設も北陸新幹線福井開業等に伴い、駐車場

需要の増加も想定されるため、駐車台数の縮小は見送ることとしました。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1期の方向性

1  越廼総合支所庁舎  達成
令和2年度に庁舎機能を越廼公民館へ移転し

た。

2  順化公民館  達成

建物が老朽化し、耐震性にも問題があるた

め、令和2年度から機能を順化小学校に移転

した。

3
 地域交流プラザ

 （アオッサ内）
 達成

令和元年度に、旧第2別館にあった商工労働

部の執務スペースを移転し、機能を複合化し

た。

4  清水健康管理センター  達成
令和3年度からセンター内に清水連絡所を設

置し、複合施設として運営している。

5  順化小学校  達成
令和2年度から小学校内に順化公民館を設置

し、複合施設として運営している。

6  越廼公民館  達成

令和2年度から公民館内に越廼総合支所（現

越廼連絡所）を設置し、複合施設として運営

している。

 複合化 （維持）

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

 複合化 （移転）

第1期の方向性

1  大手駐車場

2  大手第2駐車場

3  本町通り地下駐車場

 規模縮小  未達成

北陸新幹線福井開業や周辺の再開発事業によ

り、駐車場需要の増加も想定されるため、令

和3年度から令和7年度の指定管理期間は駐車

台数を維持することとした。

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）
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  キ 転用 

    対象施設は、転用する施設として 6 施設、転用により移転する施設として 1

施設で、いずれの施設も転用を達成することができました。 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1期の方向性

1  清水総合支所庁舎  達成

令和3年度に機能を清水健康管理センターへ

移転し、当該施設は書庫や倉庫として利用し

ている。

2
 活性化施設・

 一乗ふるさと交流館
 達成

令和3年度から機能を公民館に転用し、一乗

公民館として使用している。

3  河合分遣所  達成

森田分遣所と河合分遣所を統合した北分署の

整備に合わせ、令和3年度から機能を河合分

団本部に転用し、運用している。

4  大安寺分遣所  達成

大安寺分遣所と鶉分遣所を統合した川西分署

の整備に合わせ、令和4年度から機能を大安

寺分団本部に転用し、運用している。

5  鶉分遣所  達成

大安寺分遣所と鶉分遣所を統合した川西分署

の整備に合わせ、令和4年度から機能を鶉分

団本部に転用し、運用している。

6
 旧越廼保健センター

 （越廼公民館内）
 達成

令和元年に機能を健康管理センター及び清水

健康管理センターに集約し、センターがあっ

たスペースを越廼公民館に転用した。

7  一乗公民館  転用（移転）  達成

施設の老朽化により、令和3年度から旧一乗

ふるさと交流館を公民館に転用し、使用して

いる。

 転用

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）
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  ク コスト削減 

    対象施設は 23施設で、これまでに 7施設についてコスト削減を行いました。 

今後は、スポーツ施設（15施設）の利用料金改定等について、各施設の状況

を踏まえながら検討し、令和 6 年度に実施できるよう見直しを行う予定です。 

   

 

 

 

 

第1期の方向性

1  おさごえ民家園  達成
令和元年度から施設管理体制や運営業務の見

直しを行い、財政負担の軽減を図った。

2
 越前水仙の里公園

 （居倉町）資料館
 達成

令和元年10月から電子決済サービスを導入

し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を

図った。

3  愛宕坂茶道美術館  達成

4  橘曙覧記念文学館  達成

5
 農園施設

 マイファーム清水
 達成

令和2年度から指定管理者制度の導入を止

め、使用料収入の範囲内で管理運営を行って

いる。

6  伊自良館  未達成

令和4年度からの次期指定管理に向け、営業

期間の見直しの検討を行ったが、当該施設は

温浴だけではなく、地元住民の交流の場とし

ての役割を担っており、調整に時間を要する

ことから、見送ることとした。

7
 越前水仙の里公園

 （居倉町）
 達成

令和元年10月から電子決済サービスを導入

し、運営の効率化及び利用者の利便性向上を

図った。また、空きスペースをサテライトオ

フィスとして活用している。

8  福井市体育館  未達成

9  ちもり体育館  未達成

10  中藤屋内運動場  未達成

11
 東体育館

 （東足羽連絡所含む）
 未達成

12  西体育館  未達成

13  南体育館  未達成

14  北体育館  未達成

15
 美山

 トレーニングセンター
 未達成

16  西公園テニスコート  未達成

17  わかばテニスコート  未達成

18  弓道場  未達成

19  スポーツ公園  未達成

20  美山アンデパンダン広場  未達成

21  きららパーク  未達成

22
 きららパーク

 屋内多目的施設
 未達成

23  少年自然の家  達成
令和3年度から指定管理者制度を導入し、コ

スト削減及びサービスの向上を図った。

 コスト削減

今後、利用料金等の改定について、各施設の

状況を踏まえながら検討し、令和6年度に実

施できるよう見直しを行う。

令和4年7月から毎週月曜日を休館日としたこ

とにより、運営経費を削減した。

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）
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  ケ 利用促進 

    対象施設は 4施設で、これまでに 3 施設の利用促進を図っており、概ね方向

性のとおり進捗しています。 

   

 

  コ 方針決定 

    アクションプラン第 1期中に方針を決定するとした保育園、消防施設、小中

学校、公民館等の 256 施設中 254 施設に、今後の方向性を設定しました（2 施

設については、現在、方向性を検討中）。 

    今後の方向性は、アクションプラン第 1期に掲載した方向性のほか、下記の

方向性を追加し、設定しています。 

    

 

    なお、設定した方向性の内訳は、以下のとおりです。 
 

    
 
   注）新たに設定した方向性が未達成となる施設及び「2 期以降検討」とした施設を除く 185 施

設については、今回設定した方向性が、原則として、アクションプラン第 2 期（令和 6 年

度～令和 10 年度）の方向性となります。 

第1期の方向性

1  企業局庁舎  達成
令和2年度から1階の旧ガスショールームを民

間事業者へ貸付し、収入の確保に努めた。

2
 総合ボランティア

 センター（ハピリン内）
 未達成

新型コロナウイルス感染症対策で、研修室の

貸出制限等を行っており、稼働率が減少した

が、現在はコロナ禍前の水準に戻りつつあ

る。

3
 越前水仙の里温泉

 波の華
 達成

ガラガラ山キャンプ場の利用者に割引入浴券

を販売し、利用促進を図った。

4
 芦見生涯教育施設

 （芦見分館含む）
 達成

財産有効活用民間提案制度により、施設の空

きスペースの利活用に関する提案を民間事業

者から募集したところ、提案があったため、

令和2年度から事業実施者に貸付を行い、収

入の確保に努めた。

 利用促進

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

［追加した方向性］

 維持  施設の機能を維持すること（ただし、第3期策定時に見直しを行う）

 個別計画  個別の計画等により、方向性を決定すること

 個別計画（機能廃止）  個別の計画等により、施設の機能を廃止すること

 機能廃止  3施設（2施設達成済）

 集約化  7施設（1施設達成済）

 複合化  2施設

 転用  1施設（達成済）

 維持 86施設

 個別計画 83施設

 個別計画（機能廃止）  7施設

 2期以降検討 65施設
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第1期の方向性

1  西サービスセンター

2  東サービスセンター

3  北サービスセンター

4  文化会館
 機能廃止

［達成］

建物が老朽化し、耐震性にも問題があったため、

令和3年度に機能を廃止した。

5  すかっとランド九頭竜
 機能廃止

［達成］

令和2年度末に指定管理者の指定期間が満了した

ことに伴い、令和3年度に機能を廃止した。

6  リズムの森  集約化（廃止）

関係者の理解等が得られたため、方向性を集約化

（廃止）とし、令和5年度初めに機能を廃止する

予定である。

7  美山庭球場「ウインク」  機能廃止 令和5年度初めに機能を廃止する予定である。

8  すこやかドーム  維持

ゲートボール等の競技施設として、高齢者の健康

や生きがいづくりに寄与していることから、機能

を維持する。

～ 22  市営住宅（14施設）  個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取組を進め

る。

～ 29  市営住宅（7施設）
 個別計画

（機能廃止）

福井市住宅基本計画の方針に基づき、機能を廃止

する。

30  清水高齢者福祉センター  検討中

高齢者のコミュニティの場を継続し、他施設の行

政機能を継承するなど、利活用法を含めた方針を

検討している。

31  美山楽く楽く亭  検討中

財産有効活用民間提案制度により、施設の有効活

用に関する提案を民間事業者から募集し、結果を

踏まえて、最終方針を検討する。

32
 旧木田保育園

 （ぱんだルーム）

33
 旧明里保育園

 （ひよこ広場）

34  北部学校給食センター

35  南部学校給食センター

36  美山学校給食センター  維持
美山地区の児童に安全・安心な給食を提供するた

め、機能を維持する。

 中学校（23施設）

 ※殿下小中を除く

60  殿下小中学校  複合化（維持）

学校規模適正化計画の方針に基づき、令和5年度

末に中学校の機能を廃止し、当該建物に殿下公民

館を複合化する。

 小学校（46施設）

 ※順化小を除く

 幼稚園（4施設）

 ※美山啓明を除く

111  美山啓明幼稚園
 集約化（廃止）

［達成］

平成27年度にみやま保育園が認定こども園に移行

し、幼稚園機能を担えることになったため、令和

元年度に機能をみやまこども園へ集約した。

 児童館（31施設）

 ※あさがお、さつきを除く

143  あさがお児童館
 転用

［達成］

建物が老朽化しているため、令和4年度から機能

を麻生津小学校に集約し、既存施設は倉庫として

使用している。

～171  保育園等（28施設）  2期以降検討

 公民館（49施設）

 ※殿下、越廼、順化、一乗

　を除く

221
 殿下公民館

 （殿下連絡所含む）
 複合化（移転）

建物の老朽化が進み、耐震性にも問題があるた

め、令和6年度から廃校となる殿下中学校に機能

を移転する。

～256  消防分団等（35施設）  維持

多発する災害に対応するため、災害拠点施設及び

地域防災施設の確保が必要となることから、機能

を維持する。

 2期以降検討

 集約化（廃止）

利用者数が毎年減少しており、サービスセンター

の主な業務である証明書等の交付はコンビニで代

替できるため、今後、利用者数の更なる減少が続

く場合、近隣施設へ機能の集約化を進める。

施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

 方針決定
 集約化（廃止）

令和6年4月に運用開始を予定している新学校給食

センターに施設機能を集約し、既存施設は廃止す

る。

～220  維持

地域における社会教育及び地域コミュニティの活

動拠点であり、また、災害時には避難施設として

の役割を担うことから、機能を維持する。

～142  2期以降検討

～ 59  個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針

に基づき、取組を進める。

 2期以降検討～110

～106  個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含む）の方針

に基づき、取組を進める。
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（２）数値目標（令和 4年 4月 1日現在） 

   これまでに削減した延床面積は、数値目標 3.0万㎡より 1.4 万㎡多い 4.4万㎡

で、延床面積は 100.6万㎡から 96.2万㎡になりました。 

また、施設数は 396施設から 375施設になり、21施設が廃止となりました。 

 

［施設数及び延床面積］ 

 
［廃止した施設］ 

 

 

 

 

 

 

割合 割合

庁舎等 11 4.3万㎡ 4.3% 10 4.2万㎡ 4.4% ▲ 1 ▲ 0.1万㎡

文化施設 26 8.6万㎡ 8.5% 22 7.3万㎡ 7.6% ▲ 4 ▲ 1.3万㎡

産業系施設 11 7.3万㎡ 7.3% 8 6.5万㎡ 6.8% ▲ 3 ▲ 0.8万㎡

観光・レクリエーション施設 27 3.0万㎡ 3.0% 19 1.3万㎡ 1.4% ▲ 8 ▲ 1.7万㎡

スポーツ施設 21 4.1万㎡ 4.1% 21 4.1万㎡ 4.3% 0 0.0万㎡

市営住宅 21 12.8万㎡ 12.7% 21 12.7万㎡ 13.2% 0 ▲ 0.1万㎡

消防・防災施設［消防署・分署］ 21 1.7万㎡ 1.7% 17 1.6万㎡ 1.7% ▲ 4 ▲ 0.1万㎡

その他施設 32 8.4万㎡ 8.3% 29 8.2万㎡ 8.5% ▲ 3 ▲ 0.2万㎡

中学校 24 17.7万㎡ 17.6% 24 17.7万㎡ 18.4% 0 0.0万㎡

小学校 47 25.7万㎡ 25.5% 47 25.7万㎡ 26.6% 0 0.0万㎡

幼稚園 5 0.2万㎡ 0.2% 5 0.2万㎡ 0.2% 0 0.0万㎡

児童館・児童クラブ 33 1.1万㎡ 1.1% 33 1.1万㎡ 1.1% 0 0.0万㎡

保育園・こども園 29 1.9万㎡ 1.9% 28 1.8万㎡ 1.9% ▲ 1 ▲ 0.1万㎡

公民館 53 3.5万㎡ 3.5% 53 3.5万㎡ 3.6% 0 0.0万㎡

消防・防災施設［分団本部等］ 35 0.3万㎡ 0.3% 38 0.3万㎡ 0.3% 3 0

396 100.6万㎡ 100.0% 375 96.2万㎡ 100.0% ▲ 21 ▲ 4.4万㎡

広

域

施

設

地

域

施

設

計

用途

増減

施設数 床面積床面積施設数施設数 床面積

平成30年4月1日現在 令和4年4月1日現在

用途 延床面積 用途 延床面積

庁舎等 1 越廼総合支所 1,121㎡ 12 野外趣味活動施設 436㎡

2 旧市民福祉会館（H30解体済） 6,918㎡ 13 越前水仙の里公園（浜北山町） 1,492㎡

3 清水社会福祉センター 1,268㎡ 14 そば工房木ごころ 75㎡

4 文化会館 5,439㎡ 15 みやま長寿そば道場ごっつおさん亭 525㎡

5 マイドーム清水 993㎡

6 研修センター 1,851㎡

7 活性化施設・一乗ふるさと交流館 498㎡ 17 旧足羽保育園 963㎡

8 すかっとランド九頭竜 8,901㎡ 18 旧越廼保健センター（越廼公民館内） 348㎡（※）

9 国民宿舎鷹巣荘 1,864㎡ 19 旧麻生津西保育園 559㎡

10 美山森林温泉みらくる亭 3,671㎡ 児童館・児童クラブ 20 さつき児童館（H30解体済） 344㎡

11 国見岳休養施設 728㎡ 保育園・こども園 21 東部保育園（H30解体済） 575㎡

※　越廼公民館に振替（加算）となるため、延床面積の増減はなし。

施設名

16

施設名

150㎡

文化施設

産業系施設

観光・

レクリエーション施設

観光・

レクリエーション施設

消防・防災施設

［消防署・分署］

その他施設

森田分遣所
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５ 第 1期の評価及び今後の取組について 

個々の施設の方向性に基づく取組を行った結果、第 1期終了まで 1年を残しなが

ら、削減した延床面積は 4.4万㎡となり、数値目標である 3.0万㎡を大きく上回り、

第 1期の取組は順調に進んでいます。 

しかしながら、第 2期中には、新規施設として、「北部新中学校」等の整備を予定

しており、延床面積の大幅な増加が見込まれます。このため、今後もアクションプ

ランに基づき、人口規模に見合った延床面積の適正化に取り組む必要があります。 

また、第 1期は、文化施設や観光・レクリエーション施設を中心に取組を行って

いますが、今後は、延床面積の割合を 5割以上占める小中学校及び市営住宅につい

ても規模適正化を進める必要があります。 
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６　「個々の施設の方向性」の取組状況まとめ

　・令和4年9月30日現在における、第1期の方向性「2期以降検討」の施設を除く324

　　施設の取組状況について、記載しています。

　・方向性を「方針決定」としている施設には、新たな方向性を設定しました。

　・なお、新たな方向性は、アクションプラン第1期に掲載した方向性のほか、下記

　　の方向性を追加し、設定しています。

［広域施設］

No 第1期の方向性

1 1

2 2

3 3  利用促進  達成
令和2年度から1階の旧ガスショールーム
を民間事業者へ貸付し、収入の確保に努
めた。

4 4  複合化 （移転） 達成
令和2年度に庁舎機能を越廼公民館へ移
転した。

5 5  転用  達成
令和3年度に機能を清水健康管理セン
ターへ移転し、当該施設は書庫や倉庫と
して利用している。

6 6  2期以降検討

7 7  利用促進  未達成

新型コロナウイルス感染症対策で、研修
室の貸出制限等を行っており、稼働率が
減少したが、現在はコロナ禍前の水準に
戻りつつある。

8 8  集約化 （廃止） 未達成
書類、車両等の保管場所を確保できな
かったため、機能を集約できていない。

9 9

10 10

11 11

12 1

13 2

14 3  複合化 （維持） 達成
令和元年度に、旧第2別館にあった商工
労働部の執務スペースを移転し、機能を
複合化した。

15 4  集約化 （維持） 達成
令和2年度に清水社会福祉センター及び
マイドーム清水の機能を集約した。

16 5

 2期以降検討

 方針決定

施設名

 総合ボランティア
 センター（ハピリン内）

 美山総合支所庁舎
 （美山診療所含む）

 清水総合支所庁舎

 越廼総合支所庁舎

 企業局庁舎

 市庁舎（別館）

 市庁舎（本館）

 集約化（廃止）

利用者数が毎年減少しており、サービス
センターの主な業務である証明書等の交
付はコンビニで代替できるため、今後、
利用者数の更なる減少が続く場合、近隣
施設へ機能の集約化を進める。

 2期以降検討

取組状況（令和4年9月30日現在）

 施設の機能を維持すること（ただし、第3期策定時に見直しを行う）

 個別の計画等により、方向性を決定すること

 個別の計画等により、施設の機能を廃止すること

 維持

 個別計画

 個別計画（機能廃止）

 車両基地

 旧市民福祉会館
 （H30解体済）

 きらら館

 地域交流プラザ
 （アオッサ内）

 フェニックス・プラザ
 （市民福祉会館含む）

 にぎわい交流施設
 （ハピリン内）

 北サービスセンター

 東サービスセンター

 西サービスセンター

多
目
的
ホ
ー

ル

文
化
施
設

用途

庁
舎
等
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No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

17 6  集約化 （廃止） 達成
令和2年度に機能をきらら館へ集約し
た。

18 7  方針決定
 機能廃止
［達成］

建物が老朽化し、耐震性にも問題があっ
たため、令和3年度に機能を廃止した。

19 8  2期以降検討

20 9  2期以降検討

21 10  コスト削減  達成
令和元年度から施設管理体制や運営業務
の見直しを行い、財政負担の軽減を図っ
た。

22 11  2期以降検討

23 12  達成
令和元年10月から電子決済サービスを導
入し、運営の効率化及び利用者の利便性
向上を図った。

24 13  達成

25 14  達成

26 15

27 16

28 17

29 18

30 19

31 20  集約化 （廃止） 達成
令和3年度に施設を廃止し、機能は防災
センターへ集約した。

32 21  2期以降検討

33 22

34 23

35 24

36 25

37 26

38 1

39 2

40 3

41 4

42 5

43 6

44 7  集約化 （廃止） 達成
令和2年度に施設を廃止し、機能はきら
ら館へ集約した。

45 8  コスト削減  達成
令和2年度から指定管理者制度の導入を
止め、使用料収入の範囲内で管理運営を
行っている。

図
書
館

 2期以降検討

 清水図書館
 （清水南公民館内）

文
化
施
設

博
物
館
等

 コスト削減

令和4年7月から毎週月曜日を休館日とし
たことにより、運営経費を削減した。

 2期以降検討

文
化
財

 中央卸売市場

 園芸センター

 一乗谷あさくら水の駅

 サイクルハウス

 公営競技事務所

 ワークプラザ

 農園施設
 マイファーム清水

 マイドーム清水

 2期以降検討

 養浩館庭園

 木ごころ文化ホール

 文化会館

 清水社会福祉センター多
目
的
ホ
ー

ル

 おさごえ民家園

 美山図書館
 （美山公民館内）

 桜木図書館
 （アオッサ内）

 みどり図書館

 市立図書館

 文化財保護センター

 治水記念館

 清水郷土資料館
 （清水南公民館内）

 郷土歴史博物館

 美術館

 自然史博物館分館
 （ハピリン内）

 自然史博物館

 橘曙覧記念文学館

 愛宕坂茶道美術館

 越前水仙の里公園
 （居倉町）資料館

 一乗谷朝倉氏遺跡

産
業
系
施
設
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No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

46 9  達成 令和3年度に機能を廃止した。

47 10  未達成
現在、地域の避難所や投票所として利用
されているため、機能の廃止に至らな
かった。

48 11  転用  達成
令和3年度から機能を公民館に転用し、
一乗公民館として使用している。

49 1  方針決定
 機能廃止
［達成］

令和2年度末に指定管理者の指定期間が
満了したことに伴い、令和3年度に機能
を廃止した。

50 2  達成
公募型プロポーザルにより運営事業者を
選定し、令和2年度から施設を民営化し
た。

51 3  達成
公募型プロポーザルにより運営事業者を
選定し、令和4年度から施設を民営化し
た。

52 4  コスト削減  未達成

令和4年度からの次期指定管理に向け、
営業期間の見直しの検討を行ったが、当
該施設は温浴だけではなく、地元住民の
交流の場としての役割を担っており、調
整に時間を要することから、見送ること
とした。

53 5  2期以降検討

54 6  利用促進  達成
ガラガラ山キャンプ場の利用者に割引入
浴券を販売し、利用促進を図った。

55 7  集約化 （維持） 未達成
令和5年度初めに類似施設を集約する予
定である。

56 8  達成 令和4年度に機能を廃止した。

57 9  未達成
令和4年度に民間譲渡の公募を行い、譲
渡先を選定し、令和5年度初めに民営化
を予定している。

58 10  機能廃止  未達成
令和5年度初めに機能を廃止する予定で
ある。

59 11  集約化 （維持） 未達成
令和5年度初めに類似施設を集約する予
定である。

60 12  方針決定  集約化（廃止）
関係者の理解等が得られたため、方向性
を集約化（廃止）とし、令和5年度初め
に機能を廃止する予定である。

61 13  機能廃止  達成 令和2年度に機能を廃止した。

62 14  コスト削減  達成

令和元年10月から電子決済サービスを導
入し、運営の効率化及び利用者の利便性
向上を図った。また、空きスペースをサ
テライトオフィスとして活用している。

63 15  機能廃止  達成 令和2年度に機能を廃止した。

64 16

65 17

 機能廃止

 研修センター

 民営化

 集約化（廃止）

 2期以降検討

 伊自良館

 美山森林温泉
 みらくる亭

 国民宿舎鷹巣荘

 すかっとランド九頭竜

 活性化施設・
 一乗ふるさと交流館

 地域活性化施設

 越前水仙の里温泉
 波の華

 伊自良分館

 大安寺キャンプ場

 SSTらんど

 国見岳休養施設

 ガラガラ山越前水仙の里
 キャンプ場

 ホタル資料館

 越前水仙の里公園
 （浜北山町）

 越前水仙の里公園
 （居倉町）

 野外趣味活動施設

 リズムの森

 一乗滝小次郎の里
 ファミリーパーク

 ホタルの里施設

産
業
系
施
設

観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
施
設

15



No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

66 18

67 19

68 20

69 21  達成 令和3年度に機能を廃止した。

70 22  達成 令和3年度に機能を廃止した。

71 23

72 24

73 25

74 26

75 27

76 1

77 2

78 3

79 4

80 5

81 6

82 7

83 8

84 9

85 10

86 11  方針決定  機能廃止
令和5年度初めに機能を廃止する予定で
ある。

87 12  機能廃止  未達成
令和5年度初めに機能を廃止する予定で
ある。

88 13  2期以降検討

89 14

90 15

91 16

92 17

93 18

94 19  2期以降検討

95 20  方針決定  維持
ゲートボール等の競技施設として、高齢
者の健康や生きがいづくりに寄与してい
ることから、機能を維持する。

96 21  2期以降検討

 機能廃止

 2期以降検討

 2期以降検討

ス
ポ
ー

ツ
施
設

 コスト削減
今後、利用料金等の改定について、各施
設の状況を踏まえながら検討し、令和6
年度に実施できるよう見直しを行う。

 コスト削減
今後、利用料金等の改定について、各施
設の状況を踏まえながら検討し、令和6
年度に実施できるよう見直しを行う。

 美山アンデパンダン広場

 スポーツ公園

 北体育館

 南体育館

 西体育館

 東体育館
 （東足羽連絡所含む）

 中藤屋内運動場

 ちもり体育館

 福井市体育館

 中央公園
 （ビジターセンター）

 美山
 トレーニングセンター

 東山健康運動公園

 すこやかドーム

 基礎体力づくり
 トレーニング場

 きららパーク
 屋内多目的施設

 きららパーク

 弓道場

 美山Ｂ＆Ｇ海洋センター

 川西テニスコート

 一乗谷
 史跡公園センター

 グリフィス記念館

 柴田公園

 足羽山公園遊園地

 みやま長寿そば道場
 ごっつおさん亭

 そば工房木ごころ

 観光物産館

 観光事務所

 美山観光ターミナル

 西公園テニスコート

観
光
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
施
設

 美山庭球場
「ウインク」

 わかばテニスコート

 未達成

 未達成
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No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

97 1

98 2

99 3

100 4

101 5

102 6

103 7

104 8  個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取
組を進める。

105 9

106 10

107 11

108 12

109 13

110 14

111 15

112 16
 個別計画
（機能廃止）

福井市住宅基本計画の方針に基づき、機
能を廃止する。

113 17  個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取
組を進める。

114 18
 個別計画
（機能廃止）

福井市住宅基本計画の方針に基づき、機
能を廃止する。

115 19

116 20

117 21

118 1

119 2

120 3

121 4

122 5

123 6

124 7

125 8

126 9

127 10

128 11

 個別計画
（機能廃止）

福井市住宅基本計画の方針に基づき、機
能を廃止する。

 個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取
組を進める。

 個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取
組を進める。

 個別計画
（機能廃止）

福井市住宅基本計画の方針に基づき、機
能を廃止する。

 2期以降検討

 明里団地簡二

 加茂河原団地

 社団地

 経田団地(改良）

 新田塚団地

 渕団地木造

 渕団地

 月見団地(改良）

 中消防署

 消防局庁舎
 （防災センター含む）

 越廼分署

 美山分署

 社分署

 清水分署

 東分署

 西分署

 臨海消防署

 東消防署

 新保団地簡二

 新保団地(改良）

 御幸団地

 東安居団地

 立矢団地(改良）

 明里団地(改良）

 森田東団地

 南消防署

 社団地簡二

 社団地簡平

 福団地

 江端団地

市
営
住
宅

 上野団地

 越廼定住促進住宅

 個別計画
福井市住宅基本計画の方針に基づき、取
組を進める。

消
防
・
防
災
施
設
（

消
防
署
・
分
署
等
）

 方針決定
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No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

129 12  集約化 （廃止） 達成
森田分遣所と河合分遣所を統合した北分
署の整備に合わせ、令和2年度に機能を
廃止した。

130 13  転用  達成

森田分遣所と河合分遣所を統合した北分
署の整備に合わせ、令和3年度から機能
を河合分団本部に転用し、運用してい
る。

131 14

132 15

133 16

134 17  達成

大安寺分遣所と鶉分遣所を統合した川西
分署の整備に合わせ、令和4年度から機
能を大安寺分団本部に転用し、運用して
いる。

135 18  達成

大安寺分遣所と鶉分遣所を統合した川西
分署の整備に合わせ、令和4年度から機
能を鶉分団本部に転用し、運用してい
る。

136 19

137 20

138 21

139 1

140 2

141 3

142 4  2期以降検討

143 5

144 6

145 7  機能廃止  未達成
他の行政機能の移転や利活用法を検討し
ているため、機能の廃止に至らなかっ
た。

146 8  検討中
高齢者のコミュニティの場を継続し、他
施設の行政機能を継承するなど、利活用
法を含めた方針を検討している。

147 9  検討中

財産有効活用民間提案制度により、施設
の有効活用に関する提案を民間事業者か
ら募集し、結果を踏まえて、最終方針を
検討する。

148 10  機能廃止  未達成
令和4年度に民間譲渡の公募を実施して
おり、施設の譲渡ができれば機能を廃止
する予定である。

149 11  集約化 （廃止） 達成 令和2年度に機能を廃止した。

150 12

151 13

152 14  2期以降検討

駐
車
場

福
祉

 2期以降検討

 規模縮小  未達成

北陸新幹線福井開業や周辺の再開発事業
により、駐車場需要の増加も想定される
ため、令和3年度から令和7年度の指定管
理期間は駐車台数を維持することとし
た。

 2期以降検討

 転用

 2期以降検討

 方針決定

 方針決定

 子ども一時預かり所
 の～び・のび
 （ハピリン内）

そ
の
他
施
設

 国見分遣所

 鶉分遣所

 大安寺分遣所

 足羽分遣所

 麻生津分遣所

 西安居分遣所

 河合分遣所

 旧明里保育園
 （ひよこ広場）

 旧木田保育園
 （ぱんだルーム）

 2期以降検討

消
防
・
防
災
施
設
（

消
防
署
・
分
署
等
）

 美山楽く楽く亭

 清水高齢者福祉センター

 旧足羽保育園

 美山デイサービス
 センター和貴苑

 森田分遣所

 こしの高齢者ふれあい
 センター

 羽川荘

 羽畔荘

 フェニックス・プラザ
 自動車駐車場

 本町通り地下駐車場

 大手第2駐車場

 大手駐車場

 防災ステーション

 殿下分遣所
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No 第1期の方向性施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）用途

154 16  転用  達成

令和元年に機能を健康管理センター及び
清水健康管理センターに集約し、セン
ターがあったスペースを越廼公民館に転
用した。

155 17  複合化 （維持） 達成
令和3年度からセンター内に清水連絡所
を設置し、複合施設として運営してい
る。

156 18

157 19

158 20

159 21

160 22  維持
美山地区の児童に安全・安心な給食を提
供するため、機能を維持する。

161 23  2期以降検討

162 24  利用促進  達成

財産有効活用民間提案制度により、施設
の空きスペースの利活用に関する提案を
民間事業者から募集したところ、提案が
あったため、令和2年度から事業実施者
に貸付を行い、収入の確保に努めた。

163 25

164 26

165 27  コスト削減  達成
令和3年度から指定管理者制度を導入
し、コスト削減及びサービスの向上を
図った。

166 28

167 29

168 30  達成
令和2年度に施設を廃止し、施設機能は
旧清水総合支所庁舎へ集約した。

169 31  未達成
保育園等における修繕技師職員の作業場
の移転先を確保できなかったため、廃止
に至っていない。

170 32  2期以降検討

153 15
 健康管理センター

 2期以降検討
 越廼診療所

 聖苑

 清水健康管理センター

 旧越廼保健センター
 （越廼公民館内）

 （休日急患センター含む）
 2期以降検討

福
祉

そ
の
他
施
設

教
育

 方針決定

 集約化（廃止）
令和6年4月に運用開始を予定している新
学校給食センターに施設機能を集約し、
既存施設は廃止する。

 2期以降検討

ご
み
処
理
施
設
等

 2期以降検討

 集約化（廃止）

 少年自然の家

 下味見生涯教育施設

 旧越廼消防分署

 旧南部保育園

 北部学校給食センター

 旧麻生津西保育園

 クリーンセンター

 収集資源センター

 上味見生涯教育施設

 芦見生涯教育施設
 （芦見分館含む）

 学校適応指導教室

 美山学校給食センター

 南部学校給食センター
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［地域施設］

No 第1期の方向性

171 1

172 2

173 3

174 4

175 5

176 6

177 7

178 8

179 9

180 10

181 11

182 12

183 13  複合化（維持）
学校規模適正化計画の方針に基づき、令
和5年度末に中学校の機能を廃止し、当
該建物に殿下公民館を複合化する。

184 14

185 15

186 16

187 17

188 18

189 19

190 20

191 21

192 22

193 23

194 24

195 1

196 2

197 3

198 4

199 5

200 6

201 7  複合化（維持） 達成
令和2年度から小学校内に順化公民館を
設置し、複合施設として運営している。

用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

 成和中学校

 安居中学校

 一光小中学校(休校)

 大安寺小中学校

 灯明寺中学校

 至民中学校

 明倫中学校

 光陽中学校

 明道中学校

 進明中学校

 順化小学校

 森田中学校

 足羽中学校

 足羽第一中学校

 藤島中学校

 社中学校

 美山中学校

 国見中学校

 大東中学校

 殿下小中学校

 川西中学校

 棗小中学校

 鷹巣小中学校

学校規模適正化計画（今後策定分を含
む）の方針に基づき、取組を進める。

 豊小学校

 足羽小学校

 東安居小学校

 湊小学校

 春山小学校

 越廼中学校

 清水中学校

 木田小学校

 方針決定  個別計画

 個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含
む）の方針に基づき、取組を進める。

 個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含
む）の方針に基づき、取組を進める。

中
学
校
（

小
中
学
校
含
む
）

 方針決定

小
学
校
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

202 8

203 9

204 10

205 11

206 12

207 13

208 14

209 15

210 16

211 17

212 18

213 19

214 20

215 21

216 22

217 23

218 24

219 25

220 26

221 27

222 28

223 29

224 30

225 31

226 32

227 33

228 34

229 35

230 36

231 37

232 38

233 39

234 40

235 41

236 42

 宝永小学校

 社西小学校

 安居小学校

 中藤小学校

 河合小学校

 麻生津小学校

 国見小学校

 岡保小学校

 松本小学校

 日之出小学校

 旭小学校

 和田小学校

 円山小学校

 啓蒙小学校

 西藤島小学校

 社北小学校

 社南小学校

 高須城小学校(休校)

 東郷小学校

 日新小学校

 清明小学校

 下宇坂小学校

 羽生小学校

 美山啓明小学校

小
学
校

 方針決定  個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含
む）の方針に基づき、取組を進める。

 森田小学校

 明新小学校

 酒生小学校

 一乗小学校

 上文殊小学校

 六条小学校

 文殊小学校

 東藤島小学校

 鶉小学校

 本郷小学校

 長橋小学校
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

237 43

238 44

239 45

240 46

241 47

242 1

243 2

244 3

245 4

246 5
 集約化（廃止）
［達成］

平成27年度にみやま保育園が認定こども
園に移行し、幼稚園機能を担えることに
なったため、令和元年度に機能をみやま
こども園へ集約した。

247 1

248 2

249 3

250 4

251 5

252 6
 転用
［達成］

建物が老朽化しているため、令和4年度
から機能を麻生津小学校に集約し、既存
施設は倉庫として使用している。

253 7

254 8

255 9

256 10

257 11

258 12

259 13

260 14

261 15

262 16

263 17

264 18

265 19

266 20

267 21

268 22

幼
稚
園

 大安寺幼稚園

 方針決定

 2期以降検討

 美山啓明幼稚園

 越廼小学校

 清水西小学校

 清水東小学校

 鶉幼稚園東部分園

 下宇坂幼稚園

 羽生幼稚園

 清水南小学校

 清水北小学校

 すずらん児童館

 あさがお児童館

 くるみ児童館

 2期以降検討 ひまわり児童館

 たけのこ児童館

 2期以降検討

 くりのみ児童館

 つばき児童館

 とまと児童館

 まつのき児童館

 さざんか児童館

 さつき児童館
(H30解体済)

 とちのき児童館

 こすもす児童館

 どんぐり児童館

 2期以降検討 方針決定

 つくし児童館

 もみじ児童館

 たんぽぽ児童館

 すいせん児童館

 ふじ児童館

 すみれ児童館

 くすのき児童館

 たちばな児童館

 方針決定

児
童
館
・
児
童
ク
ラ
ブ

小
学
校

 方針決定  個別計画
学校規模適正化計画（今後策定分を含
む）の方針に基づき、取組を進める。
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

269 23

270 24

271 25

272 26

273 27

274 28

275 29

276 30

277 31

278 32

279 33

280 1

281 2

282 3

283 4

284 5

285 6

286 7

287 8

288 9

289 10

290 11

291 12

292 13

293 14

294 15

295 16

296 17

297 18

298 19

299 20

300 21

301 22

302 23

 さくらんぼ児童館

 もくせい児童館

 旧明新公民館

 旧和田公民館

 森田会館

 旧清水西保育園

 旧清明公民館

 旧木田公民館

 方針決定  2期以降検討

 まきやま児童館

 ちゅうりっぷ児童館

 すぎのこ児童館

 麻生津保育園

 西部保育園

 北部保育園

 本郷保育園

 西安居保育園

 社保育園

 清明保育園

 牧島保育園

 西藤島保育園

 河合保育園

 日之出保育園

 湊保育園

 御幸保育園

 松本保育園

 啓蒙保育園

 東郷保育園

 森田東保育園

 森田栄保育園

 森田浜保育園

 みやま保育園

 六条こども園

 文殊こども園

児
童
館
・
児
童
ク
ラ
ブ

保
育
園
・
こ
ど
も
園

 方針決定  2期以降検討

 上北野保育園
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

303 24

304 25

305 26

306 27

307 28

308 29  方針決定  2期以降検討

309 1

310 2

312 4

313 5

314 6

315 7

316 8

317 9

318 10

319 11  複合化（移転）
建物の老朽化が進み、耐震性にも問題が
あるため、令和6年度から廃校となる殿
下中学校に機能を移転する。

320 12  複合化（維持） 達成
令和2年度から公民館内に越廼総合支所
（現越廼連絡所）を設置し、複合施設と
して運営している。

321 13

322 14

323 15

324 16

325 17

326 18

327 19

328 20

329 21

330 22

331 23

332 24

地域における社会教育及び地域コミュニ
ティの活動拠点であり、また、災害時に
は避難施設としての役割を担うことか
ら、機能を維持する。

 棗こども園

 東藤島こども園

地域における社会教育及び地域コミュニ
ティの活動拠点であり、また、災害時に
は避難施設としての役割を担うことか
ら、機能を維持する。

 国見公民館
 （国見連絡所含む）

 鷹巣公民館

 本郷公民館

 宮ノ下公民館

 安居公民館

 花堂保育園（休園）

 東部保育園(H30解体済)

 しみずこども園

311 3
 川西コミュニティセンター

 （鶉公民館（川西連絡所含む））

 棗公民館

 棗住民センター

 大安寺公民館

 方針決定

 維持

 社西公民館

 一光公民館

 殿下公民館
 （殿下連絡所含む）

 越廼公民館

 清水西公民館

 麻生津公民館

 木田公民館

 豊公民館

保
育
園
・
こ
ど
も
園

 方針決定  2期以降検討

公
民
館

 方針決定  維持

 清水東公民館

 清水南公民館

 清水北公民館

 清明公民館

 東安居公民館

 社南公民館

 社北公民館

 鶉こども園
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

333 25

334 26

335 27

336 28  複合化（移転） 達成
建物が老朽化し、耐震性にも問題がある
ため、令和2年度から機能を順化小学校
に移転した。

337 29

338 30

339 31

340 32

341 33

342 34

343 35

344 36

345 37

346 38

347 39

348 40

349 41

350 42

351 43

352 44  転用（移転）  達成
施設の老朽化により、令和3年度から旧
一乗ふるさと交流館を公民館に転用し、
使用している。

353 45

354 46

355 47

356 48

357 49

358 50

359 51

360 52

361 53

地域における社会教育及び地域コミュニ
ティの活動拠点であり、また、災害時に
は避難施設としての役割を担うことか
ら、機能を維持する。

 日之出公民館

 旭公民館

 日新公民館

 西藤島公民館

 中藤島公民館

 河合公民館

 森田公民館
 （森田連絡所含む）

 明新公民館

 和田公民館

 松本公民館

 方針決定  維持

 円山公民館

 啓蒙公民館

 岡保公民館

 東藤島公民館

地域における社会教育及び地域コミュニ
ティの活動拠点であり、また、災害時に
は避難施設としての役割を担うことか
ら、機能を維持する。

 文殊公民館

 六条公民館

 東郷公民館

 美山公民館
 （上宇坂分館含む）

 美山公民館下宇坂分館

 美山公民館羽生分館

 美山公民館上味見分館
 （上味見診療所含む）

 美山公民館下味見分館
 （下味見診療所含む）

 上文殊公民館

 方針決定  維持

公
民
館

 方針決定

地域における社会教育及び地域コミュニ
ティの活動拠点であり、また、災害時に
は避難施設としての役割を担うことか
ら、機能を維持する。

 維持

 酒生公民館

 一乗公民館

 春山公民館

 宝永公民館

 順化公民館

 湊公民館
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No 第1期の方向性用途 施設名 取組状況（令和4年9月30日現在）

362 1

363 2

364 3

365 4

366 5

367 6

368 7

369 8

370 9

371 10

372 11

373 12

374 13

375 14

376 15

377 16

378 17

379 18

380 19

381 20

382 21

383 22

384 23

385 24

386 25

387 26

388 27

389 28

390 29

391 30

392 31

393 32

394 33

395 34

396 35

 啓蒙分団本部

 旭分団本部

 文殊器具置場

 一乗器具置場

 酒生器具置場

 六条器具置場

 下味見分団車庫

 河水器具置場

 本郷器具置場

 上文殊器具置場

 清水北分団本部

 社西分団本部

 順化分団本部

 棗分団本部

 東安居分団本部

 羽生分団本部

 上味見分団本部

 清水西分団

 春山分団本部

 日之出分団本部

 下宇坂分団本部

 芦見分団

消
防
・
防
災
施
設
（

分
団
本
部
等
）

 方針決定  維持
多発する災害に対応するため、災害拠点
施設及び地域防災施設の確保が必要とな
ることから、機能を維持する。

 東藤島分団本部

 清明分団本部

 明新分団本部

 足羽分団本部

 円山分団本部

 松本分団本部

 日新分団車庫

 中藤分団本部

 清水東分団

 清水南分団

 社南分団本部

 豊分団本部

 湊分団本部
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